
熱海市高齢者活動支援事業サポート業務委託仕様書 
 
１．業務名 
 熱海市高齢者活動支援事業サポート業務委託 
 
２．目的 
 外出機会創出事業に関するポイントカード及びバス乗車証交付事務において、業

務運営の安定化、効率化を図ることを目的とする。 
 
３．委託期間 
 令和 8 年７月 1 日から令和８年１２月２８日まで 
 
４．労働者の派遣期間 
 「３．委託期間」のうち、熱海市が指定する期間 
 
５．履行場所 
 熱海市総合福祉センター 3 階 多目的ホール 他 
 
６．業務要件 

（１）業務内容 
  標記、事業にかかる業務内容は以下のとおり 

①  ポイント事業及び外出支援事業のカード交付申請書の送付（申請書、返信
用封筒、事業案内の封入、封緘） 

   ②申請書の受付（郵送及び窓口） 
   ③申請書のスキャン 
   ④取り込みデータの確認及び修正 
   ⑤ポイント事業及び外出支援事業のカード交付（窓口、郵送等） 
   ⑥事業にかかる問い合わせ対応 
   ⑦その他、長寿介護課職員の指示による業務 

（２）業務フロー 
   ①対象者住民記録が印字された交付申請書の印刷 
   ②対象者住民記録が印字された交付申請書の折り（三つ折り） 



   ③返信用封筒の折り（三つ折り） 
   ④封筒に②③及び、事業案内のリーフレット（三つ折り）を封入 
   ⑤交付申請書の開封、整理及びスキャニング  

⑥スキャニングデータの確認（AI  OCR）行列及び紐づけ確認 
⑦ポイント事業及び外出支援事業の両方またはいずれかのカード交付 

   ⑧その他、指示業務 
 

７．勤務体系 
（１）必要人員  １日あたり３名から６名  
         ※人員については随時変更することがある 
         ※前月 15 日までに翌月の必要人員は指示する 
（２）勤務日   平日（土曜、日曜、祝日については休日） 
（３）勤務時間  ９時から１７時まで（休憩１時間、実働７時間） 
 

８．派遣する職員の条件 
 （１）IT 機器の基本的な知識があり、パソコン入力に支障のない者 
 （２）本事業の基本的な知識を習得し、電話及び窓口対応できる者 
 （３）派遣職員にかかる雇用保険料、労災保険料、交通費は受託者負担 
 （４）一般常識、マナーを有し、接遇に支障がないこと 
 
９．個人情報の保護 
  （１）受託者は業務上知り得た秘密は、絶対に漏らすことのないよう細心の注意

を払うこと。契約期間終了後においても同様のものとする。この契約による
事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、『個人情報の保護に
関する法律』、『熱海市個人情報保護法施行条例』を遵守しなければならない。 

  （２）受託者は、支給品・データ等の業務委託の履行に必要な書類の処理・保管
等の管理にあたっては、漏えい・滅失などがないよう適正な管理に行うこと。
また、これらを委託業務の履行以外の用途のために複写・複製・第三者への
提供及び外部への持ち出しを行ってはならない。 

 
10．その他 
  （１）受託者が業務内容を第三者に委託することは認めない。 



   （２）本仕様書に明記なき事項について疑義が生じた場合は、発注者・受注者
双方協議の上決定する。 


